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令和元年度 第１回三郷市個人情報保護審議会 会議録 

開催日時 令和元年７月１７日（水）１０：００～１０：３０ 

開催場所 市役所本庁舎６階第２委員会室 

委員の出席状況 

田原 緑    会 長  出席      岡庭 大吉   委 員  出席 

根本 賀章   副会長  出席      佐々木 淳子  委 員  出席 

篠田 直人   委 員  出席      磯部 ゆき子  委 員  欠席 

栂野 陽久  委 員  出席      伊藤 章    委 員  欠席 

事務局 
田中参事 岡田課長補佐 石山係長 髙橋主事 久保主事    

企画調整課 上野室長 

案件提出課 

国保年金課   土井課長補佐  

健康推進課   箕輪課長補佐 髙橋係長 鈴木主任 小金井主任 

市民活動支援課 後藤係長 

障がい福祉課  川原係長 伊藤主事 

都市デザイン課 浦川主幹 武田主事 

開発指導課   長谷川係長 末次技師 

水道部業務課  馬場係長  消防本部指令課 大塚課長  

１ 開会 事務局田中参事から開会宣言 １０：００開会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名 

４ 審議 

諮問事項 

  ・諮問事項 諮問第１号～諮問第１２号について 

５ 閉会 

 

 

 

 

 審議 

諮問事項 諮問第１号から諮問第１２号まで事務局から概要説明 
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質疑 

篠田委員： 諮問第２号及び第３号の「予防接種に関する業務」についてお聞きします。 

      こちらの諮問は、風しんの予防接種を受ける機会が無かった男性に対して、 

      クーポン券を送付し、予防接種を受けてもらうにあたり、外部業者に事務の 

      一部を委託するものと理解していますが、既にこの事業は開始され、対象者 

      にクーポン券が送付されているように見受けられますがいかがでしょうか。 

鈴木主任： 風しん予防接種事業は、国からの通知（H31.2.14）に基づいた事業であり、 

当該通知では、なるべく早く対象者にクーポン券を送付するように指示があ 

りました。全国的に実施している事業であり、早めの実施を促されていたこ 

とから、当市では５月１５日付で対象者にクーポン券を発送させていただき 

ました。  

事 務 局： 本来は事業を実施する前に諮問するものですが、個人情報保護審議会は年 

に７月・１０月・１月の３回のみの開催であり、事業の内容から緊急を要す 

るものであったため、事後報告となってしまいました。順番が前後してしま 

い申し訳ございません。 

田原会長： 諮問第４号の「特定健診未受診者対策に関する業務」の外部委託の内容 

についてお聞きします。この諮問では、再委託を許容する内容になっており、 

再委託の範囲は受診勧奨資材の印刷業務とあります。印刷業務のみ再委託を 

許容しているのは何故でしょうか。 

箕輪課長補佐： 受診勧奨資材を作成することができる業者は限られており、委託内容につ 

いて事前に業者に確認したところ、印刷業務は再委託になると回答がありま 

した。そのため、印刷業務のみ再委託を許容しております。また、再委託に 

際し、委託先業者から再委託先の登記簿謄本及び決算書等を添付のうえ「再 

委託承諾願」を提出してもらいます。 

田原会長： 諮問第６号の「三郷中央におどりプラザに関する業務」の指定管理の内容 

についてお聞きします。指定管理の期間が「平成３１年４月１日から令和６ 

年３月３１日まで」の５年間となっております。通常の委託ですと単年度契 

約が多いと見受けられますが、指定管理の期間が５年間である理由はあるの 

でしょうか。 

後藤係長： 指定管理の期間につきまして明確な基準はございませんが、ピアラシティ 
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交流センター等の当市指定管理施設は、指定管理の期間が全て５年でござい 

ます。また、指定管理者は、施設を継続して管理し、自主事業を実施するこ 

とから、単年度ではなく５年間の長期で契約をさせていただくものでござい 

ます。 

田原会長： 諮問第１２号の「消防緊急通信指令に関する業務」の外部委託の内容につ 

いてお聞きします。こちらの諮問では、日本語での会話が困難な方からの１ 

１９番通報があった際に通訳を依頼するものと理解しますが、通報者等の個 

人情報の流れはどのようになるのでしょうか。 

大塚課長： １１９番の通報者が日本語で会話することが困難であると判明した場合、 

事前に委託契約を結んだ多言語通訳コールセンターと消防本部指令課、１１ 

９番通報者の間で三者間通話をいたします。その際に、指令課で確認したい 

通報者等の個人情報をコールセンターを介して聞き取りいたします 

田 原 会 長： その他ございますか。ないようですので、諮問を承認するということで 

            異議はございませんでしょうか。 

一 同： 異議なし。 

田 原 会 長： それでは異議なしと認め、承認することといたします。 

 

５ 閉会 

事 務 局： 慎重なご審議ありがとうございました。次回の令和元年度第２回審議会に

つきましては、慣例により１０月となっておりますが、現在の皆様の任期が

９月３０日までとなっておりますので、次回の日程は事務局にご一任いただ

ければと思います。最後に副会長より閉会のあいさつをお願いいたします。 

根本副会長： 皆様お疲れさまでした。これで令和元年度第１回三郷市個人情報保護審議

会を閉会いたします。 

署 

名 

欄 

会 長  

署名委員  

署名委員  
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